
 

 

消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」の 

自治会・町内会掲示板への掲示について 

 
１ 趣旨 

  現在、全国的に高齢者の消費者被害が、高齢者人口の増加率を大きく超え

るスピードで増えており、横浜市においても高齢者の消費者被害件数は急増

しています。 

そこで、横浜市消費生活総合センターでは、被害者になる危険性の高い高齢

者に向けての注意喚起の方法として、時節ごとに変化する消費者被害やトラブ

ルの傾向を踏まえ、その時節に特に注意すべき事例をわかりやすくコンパクト

にお伝えするちらし「月次相談リポート」を、平成 28年４月から毎月作成し

ております。 

本ちらしにつきましては、これまでも毎月可能な範囲での自治会・町内会の

掲示板への掲示をお願いさせていただいておりますが、このたび、４月号を発

行いたしましたので、今月も可能な範囲で自治会・町内会の掲示板に掲示して

いただけますようお願いいたします。 

地域の高齢者の方を消費者被害から守るための活動に対しての、御理解と御

協力を、何卒お願いいたします。 

 

 

２ 掲示するちらし 

 「月次相談リポート」４月号 Ａ４判１ページ（月刊） 

  

 

３ スケジュール 

 ・令和４年３月下旬に配送ルートにて掲示物を配付 
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〕〔
消費生活メールマガジン「週刊  はまのタスケ・メール」のご登録を！ 横浜市消費生活総合センター 検　索はまのタスケ

「『景品をあげる』としつこく勧誘された」「認知
症の親が長期購読の契約をさせられた」など、高
齢者を狙った悪質なケースが増えています。

・玄関を開ける前に用件を確認しましょう。
・必要なければ、きっぱり断りましょう。
・訪問販売の場合、契約書受取から８日以内は
　クーリング・オフ（無条件解約）が可能です。

困ったときは、
消費生活総合センター
にご相談ください。
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月次相談リポート

強引な新聞の勧誘にご注意！

令和４（202２）年　４月号

お互いに　一声かけて見守りを！


